
北海道の野鳥から高病原性鳥インフルエンザ
が検出！（国内２例目）

北海道釧路市で令和５年１０月１８日（水）に回収されたノスリ１羽の死亡個
体から、H5亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。
日本への渡り鳥の飛来は始まっており、農場への鳥インフルエンザの侵入の
リスクは高まっています。

今一度、飼養衛生管理の確認と徹底をお願いします。

☑ 主要7項目

☐ 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒

☐ 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置・使用

☐ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒

☐ 家きん舎に立ち入る者の手指消毒

☐ 家きん舎ごとの専用の靴の設置・使用

☐ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕

☐ ねずみ及び害虫の駆除

農場へのウイルス侵入を防ぐため、以下の項目を再度点検し、チェックしてみましょう！

疑わしい症状があれば速やかに獣医師や家畜保健衛生所に連絡を！

南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX  04-7092-1434
※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください
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～先日の『消毒薬の緊急配布の希望調査』で配布を希望された方へ～

➢ １０月３１日（火）または１１月１日（水）に、配送業者により配
達される予定です。

➢ 置き配はできませんので、対面にてお受け取りください。
➢ 「家保で受取」を選択された方は、１１月２日（木）以降に家保に
て引き取りをお願いします。＊来所前にお電話にてご連絡をお願いします。


